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目的　幼少期逆境体験（Adverse Childhood Experiences，以下，ACEs）は成人後の健康や貧困に
関連する。本研究では，児童養護施設を退所した若者のACEsの実際を把握し，彼らのACEs
にどのような要因が作用しているのかを明らかにする。ACEsがどのような要因によって高く
示されるのかを明らかにすることによって，児童養護施設を退所した若者のケアについての提
言を試みることを目的として実施した。

方法　全国605カ所の児童養護施設に，①2019年 3 月31日または②2020年 3 月31日の時点で，高校
3 年生だった者について回答してもらう調査票を郵送した。質問項目は基本的属性，ACEs，
およびポジティブな子ども時代の体験（Positive Childhood Experiences，以下，PCEs）に関
連するものであった。調査時期は，2020年11月から2021年 1 月末とした。605施設のうち，187
施設から回答を得た。分析方法は，ACEs得点と 2 変数間のクロス集計と決定木分析を行った。

結果　844名の若者に関する回答が得られた。性別は，男性427人（51.2％），女性407人（48.8％）
であった。何らかの障害があるのは254人（30.2％）で，そのうち，知的障害が最も多く，161
人（63.4％）であった。退所から現在までに経験したことを尋ねた項目では，卒業時と同じ事
業所で働いている者が最も多かったが，退職や転職のほか，無職の状態や生活保護受給の経験
といったネガティブな出来事を経験している者もいた。また，ACEs得点を 2 群に分けたとき，
ハイリスク群が55.3％と非常に高い割合を示した。クロス集計の結果，ACEs得点が高い若者
ほど家庭復帰は困難であること，無職を経験していること，入所前に他の社会的養護を経験し
ておらず，年齢が高くなってからの入所であることが明らかとなった。決定木分析では，「自
宅や学校の近隣で，暴力を見たり，聞いたりしたことがあるか」「施設入所時の虐待加算の有
無」「母の精神疾患の有無」「児童の性別」がACEsの高い群の特徴であると示された。

結論　本研究の結果，退所後 2 年以内に状況が大きく変わることへの対応が必要であること，女児
のほうが強い逆境体験を有していることが示唆された。児童福祉法改正により，今後は18歳の
誕生日で支援を途絶えさせることのないよう切れ目のない支援が求められる。どのような経験
を持つ若者が18歳以降にハイリスクな状態につながりやすいのかを把握し，児童養護施設だけ
ではなく，他の様々な社会資源とともに，成人後の支援を充実させることが求められる。

キーワード　社会的養護，児童養護施設，アフターケア，幼少期逆境体験（ACEs），決定木分析

Ⅰ　は　じ　め　に

　児童養護施設を退所した児童のアフターケア

児童養護施設を経験した若者の
幼少期逆境体験に関連する要因
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＊立命館大学産業社会学部教授

は2004年の児童福祉法改正1）によって施設の業
務の一環に位置づけられた。内閣府「子ども若
者白書」では，社会的養護から自立する子ども
について，「子供たちの個々の状況に応じて必
要な支援を実施し，将来の自立に結び付けるこ
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とが重要である」としている2）。しかし，アフ
ターケアの実践においては市町村との連携が円
滑にいかない場合も少なくなく，退所後の地域
の支援機関との連続した支援体制の確保が課題
である3）。また，大学進学率や正規雇用への就
業率の低さ，生活保護受給率の高さなどの退所
後の生活状況の困難も報告されている４）。2016
年の児童福祉法改正では18歳以上の者に対する
支援の継続が明記され，社会的養護自立支援事
業などが整備された５）。2022年 6 月に国会で可
決された改正児童福祉法案6）では，児童養護施
設を退所した若者を対象とした自立支援につい
て年齢制限が撤廃された。これによって必要に
応じて成人後も継続した支援が受けられるよう
になる。このように社会的養護の中で育った若
者への支援体制が整備されつつあるが，ケアの
必要な若者がそうした支援とつながり続けるこ
とは難しい。グッドマンは，「児童養護施設の
働きが成功したかどうか判定する最も重要な目
安は，退所後に子らがどうなるかということ」
であると指摘する７）。アフターケアをめぐる
ソーシャルワークの確立が課題である。
　幼少期逆境体験（Adverse Childhood Expe-
riences，以下，ACEs）とは，虐待，貧困，親
の精神疾患，家庭内暴力，離婚や別居や親の服
役等による親の不在体験といった体験をいう。
健康を損ない，成人の主要な死因の複数の危険
因子との間に，強い相関関係がある８）。ACEsは，
成人後のメンタルヘルスや健康上の課題，貧困
と関連があることが明らかにされている９）。一
方，「ポジティブな子ども時代の体験（Positive 
Childhood Experiences， 以 下，PCEs）」 は 成
人期の精神および人間関係の健康と関係があり，
ACEsとは独立して作用することが明らかにさ
れつつある10）。児童養護施設での生活を経験し
た若者の成人後の健康上，生活上の課題に予防
的に介入するには，ACEsと関連が深い要因を
把握した上で，児童養護施設での生活において
PCEsに作用する体験をいかに提供するかを検
討する必要がある。
　本研究では，児童養護施設を退所した若者の
ACEsの実際を把握し，彼らのACEsにどのよ

うな要因が作用しているのかを明らかにする。
ACEsがどのような要因によって高く示される
のかを明らかにすることによって，児童養護施
設を退所した若者のケアについての提言を試み
ることを目的として実施した。

Ⅱ　方　　　法

（ １ ）　対象
　全国605カ所の児童養護施設を対象とした。
各施設に①2019年 3 月31日の時点で高校 3 年生
だった者，②2020年 3 月31日の時点で高校 3 年
生だった者について回答してもらう調査票を郵
送した。調査時期は，2020年11月から2021年 1
月末とした。

（ ２ ）　調査内容
１）　基本的属性

　基本的属性として児童の性別，入所時の年齢，
虐待加算対象該当の有無，入所理由，入所前の
他の社会的養護の経験，障害の有無を設定した。
加えて保護者の状況を把握するために，入所時
の家族の状況，保護者とのかかわり，保護者自
身の抱える困難（障害の有無や就労状況など）
について設定した。そして，退所後の状況を把
握するための状況として，退所時の進路，現在
の施設とのかかわりの状況，退所から調査回答
時点までに若者が経験した体験について尋ねる
項目を設定した。

２）　ACEsに関する項目
　本研究では，坪井11）による日本版幼少期逆境
体験調査票10項目を軸とした。これに加えて，
「児童養護施設で生活する児童が経験する逆境
的体験」について，児童福祉の臨床経験を持ち，
児童福祉を専門とする研究者 2 名によってアイ
テムプールを作成し，18項目を設定した。本調
査票では28項目の逆境体験の有無を尋ねた。

３）　PCEsに関する質問項目
　本研究ではBethellら10）によるPCEs ７ 項目を
軸とした。これに加えて「児童養護施設で生活
する児童が経験するポジティブな体験」につい
てアイテムプールを作成し， ５ 項目を設定し，
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合計12項目のPCEsの有無を尋ねた。

（ ３ ）　分析方法
　今回はACEs得点と基本的属性の変数を用い
て，ACEs得点と他のカテゴリ変数の 2 変数間
のクロス集計および決定木分析を行った。統計
解析には，IBM SPSS Statistics 27.0を使用し
た。有意水準は ５ ％とした。

１）　クロス集計
　ACEs28項目は，坪井11）の日本版幼少期逆境
体験調査票10項目をACEs得点として計算し，
残りの18項目は独立変数として使用した。坪
井11）は10項目のうち 3 点以上を「精神的な不調
を持つ」者と定義している。Felittiら８）は ７ カ
テゴリで ４ 点以上を「ハイリスク」としている。
本研究では， ４ 点を基準として若者をハイリス
ク群とローリスク群の 2 群に分類した。ACEs
得点と基本的属性や家族の状況，退所後の状況
をクロス集計した。

２）　決定木分析
　複数の因子が関係する事情を解析する手法と
して，今回は決定木分析に着目した。決定木と
は，データを探索的に分析し，変数間の関連を
発見するものである。観察対象データの集団を，
従属変数に対し最も効率よく分類できる独立変
数（原因）によって次々と分割し，木の枝のよ
うに分岐・整理していく分析手法である12）。
データの集団を効率よく分類・整理できるので，
ルール抽出・生成や予測モデル構築などに利用
される13）。児童養護施設を経験した児童が，ど
のような経験や因子によってハイリスク群に至
りやすいかを分析するためにこの手法を採用し
た。今回は，χ2検定を使用してディシジョン・
ツリーを構築するCHAID（Chi-squared Auto-
matic Interaction Detection）法を採用した。

（ ４ ）　倫理的配慮
　本研究は，立命館大学における人を対象とす
る研究倫理審査委員会の承認を得て実施した
（承認日：2020年11月12日，承認番号：衣笠-
人-2020-27）。調査票に同封した調査依頼文と
同意書において，調査への回答は任意であるこ

と，協力が得られない場合に対象者に不利益が
生じることはないこと，アンケートの回答は無
記名にて行うため，結果の公表に際して個人・
地域等が特定されないこと，調査後のデータの
管理等について説明し，調査への回答をもって
これに同意したものとした。

Ⅲ　結　　　果

（ １ ）　基本的属性
　605施設のうち，187施設から回答を得た。回
収率は30.9％だった。児童票は844人分回収さ
れた。基本的属性は表 １ のとおりである。2019
年 3 月31日時点で高校 3 年生だったのが426人
（51.1％），2020年 3 月31日時点で高校 3 年生
だったのが408人（48.9％）であった。性別は
男性427人（51.2％），女性407人（48.8％）で
あった。何らかの障害があるのは254人（30.2
％）で，そのうち，知的障害が最も多く，161人
（63.4％）であった。
　退所した児童養護施設への入所年齢は 6 歳か
ら12歳が最も多く294人（34.8％）だった。入
所前に社会的養護の経験があったのは314人
（37.2％），乳児院が最も多く（116件，52.9

表 １ 　対象者の基本的属性（ｎ＝8４４）
（単位　人）

度数 ％
性別
　合計 834 100.0
　男性 427 51.2
　女性 407 48.8
18歳だった時期
　合計 834 100.0
　2019年 3 月31日 426 51.1
　2020年 3 月31日 408 48.9
被虐待体験の有無
　合計 780 100.0
　虐待加算の対象だった 363 46.5
　虐待体験の対象外だった 417 53.5
障害の有無
　合計 840 100.0
　ある 254 30.2
　ない 586 69.8
高校を卒業した時点での状況
　合計 840 100.0
　家庭復帰した 99 11.8
　就職して一人暮らしを始めた 341 40.6
　進学して施設から通うようになった 40 4.8
　進学して一人暮らしを始めた 159 18.9
　その他（グループホーム入所等） 201 23.9

注　無回答を除く



―　 ―19

第69巻第12号「厚生の指標」2022年10月

％），他の児童養護施設82件（26.1％），里親35
件（11.1％）が続いた。退所した時点の児童の
状況は，就職して一人暮らしを始めたのが341
人（40.6％）と最も多く，進学して一人暮らし
を始めた159人（18.9％），家庭復帰99人（11.8
％）が続いた。その他201人（23.9％）は，グ
ループホームに入所したとの回答が最も多かっ
た。
　調査対象者が退所後2020年10月現在までに経
験したことを尋ねた。結果は表 ２ のとおりであ
る。卒業時と同じ事業所で働いているのが，
371人（45.6％）と最も多かった。その一方で
退職を経験した134人（16.5％），転職を経験し
た118人（14.5％），無職を経験した69人（8.5
％），退学した47人（5.8％），生活保護受給を
経験した23人（2.8％），住居がない状態を経験
した11人（1.4％）とネガティブなライフイベ
ントを経験している若者がいることが示された。

（ ２ ）　クロス集計
　ACEs得点は ４ 点を基準として 2 群に分類し
た結果，ハイリスク群である ４ 点以上は55.3％，
3 点以下は44.7％となった。この結果をACEs
得点 2 群とし，他の変数をクロス集計した結果，
高校を卒業した時点での児童の状況，退所して
からこれまでに無職を経験したかどうか，児童
の性別，入所前の他の社会的養護の経験の有無，
最初に社会的養護を経験した年齢で有意差が示
された（表 ３ ）。ACEs得点が高い若者は，低
い得点の若者と比較すると高校を卒業して18歳
を迎えた時点で家庭復帰することが困難である
ことが示された。また，施設の退所から調査実
施時点までの 2 年以内の状況を比較した結果，
ACEs得点が高い若者の方が無職の経験が高い
ことが示された。そして，入所時の状況を比較
した変数でも差が示された。ACEs得点が高い
若者の方が入所前に他の社会的養護を経験して
おらず，年齢が高くなってからの入所であるこ
とが示された。さらに，ACEs得点には性差が
示された。ACEs得点が高い群は，男児が48.4
％であるのに対し，女児が62.6％である。女児
の逆境体験の高さが示された（表 ４ ）。

表 ２ 　対象児童が退所後現在までに経験したこと
（複数回答，ｎ＝8１４）　　 　　　　

（単位　人）

度数 ％
卒業時と同じ事業所で働いている 371 45.6
退職を経験した 134 16.5
転職を経験した 118 14.5
無職を経験した 69 8.5
退学した 47 5.8
休学した 6 0.7
死亡した 0 0.0
生活保護受給を経験した 23 2.8
妊娠した 18 2.2

（相手が）妊娠した 7 0.9
出産した 7 0.9

（相手が）出産した 2 0.2
結婚した 11 1.4
結婚せずに出産した 2 0.2

（相手が）結婚せずに出産した 0 0.0
離婚した 1 0.1
住居がない状態を経験した 11 1.4
逮捕・勾留された 1 0.1
児童について不明である 2 0.2

表 ３ 　カテゴリ変数のACEs得点 ２ 群の単集計
漸近有意確率（両側）

高校を卒業した時点での児童の状況 0.05
退所してからこれまでに無職を経験した
かどうか

0.03

児童の性別 0.00
入所前のほかの社会的養護の経験の有無 0.00
最初に社会的養護を経験した年齢 0.00

表 ４ 　カテゴリ変数のACEs得点 ２ 群のクロス集計
（単位　人）

合計
ACEs得点合計

3 点以下 ４ 点以上

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
高校を卒業した時点での児童
の状況
　家庭復帰した 88 100 49 55.7 39 44.3
　就職して一人暮らしを始めた 305 100 138 45.2 167 54.8
　進学して施設から通うようになった 33 100 18 54.5 15 45.5
　進学して一人暮らしを始めた 137 100 59 43.1 78 56.9
　その他 177 100 67 37.9 110 62.1
無職の経験
　なし 681 100 312 45.8 369 54.2
　あり 62 100 20 32.3 42 67.7
児童の性別
　男 378 100 195 51.6 183 48.4
　女 361 100 135 37.4 226 62.6
入所前の他の社会的養護の経
験
　なし 466 100 188 40.3 278 59.7
　あり 273 100 143 52.4 130 47.6
最初に社会的養護を経験した
年齢
　 6 歳未満 185 100 111 60.0 74 40.0
　 6 歳以上 59 100 16 27.1 43 72.9
注 　ACEs（幼少期逆境体験）は18歳までに遭遇した心的外傷を引き

起こす可能性のある体験をいう。ACEs得点 ４ 点以上で成人後の健
康リスク高群とした。
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（ ３ ）　決定木分析
　次に，従属変数をAC 
Es得点 2 群とし，その他
の質問項目を独立変数と
して決定木分析を行った。
決定木分析では，従属変
数（ACEs得点）に強く
関連している独立変数に
よって分割していく。こ
れによって「ACEs得点
が高いのはどのような若
者か」を明らかにするこ
とが期待できる。決定木
分析では樹木のように径
路図が描かれる。分割し
ていく個々の要素のこと
をノードという。結果は
図 １ のとおりである。
　ACEs得点の高低には，
「自宅や学校の近隣で，
暴力を見たり，聞いたり
したことがあるか」「施
設入所時の虐待加算の有
無」「母の精神疾患の有無」「児童の性別」が影
響を与えていることが示唆される結果となった。
第 1 段階の分岐は「自宅や学校の近隣で，暴力
を見たり，聞いたりしたことがあるか」，第 2
段階の分岐は「施設入所時の虐待加算の有無」，
第 3 段階の分岐は「母の精神疾患の有無」「児
童の性別」であった。ノード ５ に着目すると，
施設入所時に虐待加算の対象だった群にACEs
得点が高い群の92.2％が分類されている。その
上のノード 2 を確認すると「自宅や学校の近隣
での暴力的な行為の目撃体験にあてはまる群に
ACEs得点が高い群の80.1％が分類されている。
　一方，第 1 段階の分岐「自宅や学校の近隣で，
暴力を見たり，聞いたりしたことがあるか」で
「あてはまらない」群については，第 2 段階の
分岐「施設入所時の虐待加算の有無」で，加算
の対象だった群にACEs得点が高い群の60.1％
が分類されている。第 3 段階の分岐は「母の精
神疾患の有無」で母に精神疾患があった群に

ACEs得点が高い群の73.8％が分類された。

Ⅳ　考　　　察

（ １ ）　退所後の支援ネットワーク形成の必要性
　児童養護施設を退所した若者はACEs得点が
高い群が55.3％と過半数である。このことから，
成人後の健康リスクが高いことが推察され，年
齢によって途絶えることのない支援が行われる
ことの重要性が確認できた。
　クロス集計の結果，ACEs得点が高い若者の
方が，退所時に家庭復帰は困難で，就職や進学
など，施設からそのまま社会に巣立っているこ
とが示された。家族等からのインフォーマルな
サポートを得られないこうした若者には特に，
施設によるアフターケアが丁寧に行われる必要
がある。梅谷14）は児童養護施設入所中に行われ
る必要がある自立支援として「日常生活の中で
主体性が育まれること」「必要な時に入所児童

図 １ 　ACEs得点の決定木分析
自宅や学校の近隣で，暴力を見たり，聞いたりしたことがある

あてはまらない あてはまる

施設入所時の虐待加算の対象の有無

はい はいいいえ いいえ

母の精神疾患の有無

はい 女 男わからない；いいえ

児童の性別

施設入所時の虐待加算の対象
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169
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HIGH
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8
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314
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ノード 3
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87
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ノード 7
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134
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カテゴリ ％ n
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68
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合計

ノード10
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75.6
24.4
23.7
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43
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注　1）　ノードとは，決定木が分割していく個々の要素のことをいう。
　　2）　凡例のLOWとHIGHの定義は以下のとおり。LOW：ACEs得点が 3 点以下で，幼少期逆境

体験得点の低い群，HIGH：ACEs得点が ４ 点以上で，幼少期逆境体験得点の高い群
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が自らの生い立ちを知ることができること」
「職員との信頼関係を築けること」「退所後の
生活や進路に役立つ知識，経験，つながりを得
ることができること」の ４ 点が重要であると指
摘する。性別や入所年齢によっても差がみられ
たことから，入所時から退所後に想定される困
難を軽減するための支援計画が立てられ，実行
されることが必要であるといえよう。
　また，仮に施設から離れた場所での新生活を
始めたり，施設とは関係が途絶えてしまったと
しても相談先を持つことができるよう，施設入
所中から退所後の生活を見据えた支援ネット
ワークを構築することが必要である。松本伊智
朗を検討委員会委員長として実施された児童養
護施設等への入所措置や里親委託等が解除され
た者の実態把握に関する全国調査15）では，退所
後の暮らしの中で，困っていることや不安なこ
と，心配なことを尋ねたところ，回答者の 3 人
に 1 人が「生活費や学費のこと」について不安
を抱えており（33.6％），「将来のこと（31.5
％）」「仕事のこと（26.6％）」がそれに続く。
今回の結果ではACEs得点の高さが退所してか
らの生活の中で無職を経験するリスクに影響を
与えていることが示唆されるため，退所後の数
年間は特にアフターケアをインテンシブに行い，
本人の不安を把握し，寄り添いながら困難な状
況に陥らないための予防的支援に取り組む必要
がある。

（ ２ ）　ライフサイクルを見通した，成人後の支
援の必要性

　本研究では，女児の方が強い逆境的体験を持
つ傾向が示された。若い世代の自殺は従来より
日本社会における深刻な社会問題の一つである
が，コロナ禍の日本社会において，2020年度，
2021年度と連続して女性の自殺率が増加傾向に
ある16）。Yoshiokaら17）は一般人口調査のデータ
から，コロナ禍での若年女性の不安・抑うつに
寄与する危険因子を分析している。その結果
15-44歳の若年層，低所得層と高所得層，自営
業，介護者の存在，ドメスティックバイオレン
スの経験，新型コロナへの恐怖が重要な危険因

子として示された。また，大川ら18）は，10代の
母親を支援した保健師への調査の結果から，保
健師が母親のACEsを意識し，妊娠後期から出
産直後にかけて重点的な支援を行うことの必要
性を指摘する。先行研究４）17）18）および本研究の
結果を踏まえて，アフターケアにおいて結婚，
妊娠，出産，育児といった女児の成人以降のラ
イフイベントについては心理的，社会的，身体
的な危機に直面するリスクを予想したかかわり
を継続することが必要であろう。さらに，入所
前に他の社会的養護を経験しておらず，入所年
齢が高い若者ほどACEs得点が高いことから，
課題を抱える家族を早期に把握し，支援を行う
ことで逆境的体験が高まるリスクの軽減を図る
必要がある。そのためには困難を抱える世帯が，
就学前の母子保健，あるいは学校において支援
につながるための支援の枠組みが，児童養護施
設等の社会的養護に至る前の予防的支援として
検討される必要がある。

Ⅴ　結　　　語

　今回の分析により，児童養護施設を経験した
若者の幼少期逆境体験の高さに関連する要因が
明らかとなった。2022年の児童福祉法改正にお
いて，児童養護施設における自立支援の年齢制
限が撤廃された。18歳の誕生日で支援を途絶え
させない切れ目のない支援の実践が求められる。
特に退所した若者への支援において，健康上の
リスクが高いとアセスメントされた若者への重
点的な支援の展開が必要である。児童養護施設
入所中の支援において，どのようなポジティブ
な体験をすることにより，ACEsの影響を軽減
するかを明らかにすることが今後の研究課題で
ある。
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